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主に改訂を想定している項目

公共施設マネジメントは長期に渡る取組であり、継続的に対策を講じる必要があるため、令和９年度以降の次期計画に

ついては、ゼロから作り直すのではなく、現計画をベースに国が示している計画の策定指針（以下、国の指針）、これまで

の取組における課題や社会動向の変化を踏まえた改訂とする。

次期計画の方向性（令和８年2月 第３回公共施設適正化検討委員会の審議から）

１ 次期計画について

（１）国の指針への対応

令和４年度以降に改訂された国の指針の内容を反映

（２） 計画の構成

国の指針に揃えた構成とし、ボリュームを含め記載内容を整理

（３） 計画期間

中核市の状況等を踏まえ、次期計画期間を設定

（４） 施設総量の縮減目標

20年で２０％の延床面積縮減とした目標の取扱いについて

（５） 公共施設マネジメントにおける住民理解

マネジメントの必要性など住民理解を深める取組について

（６） 長寿命化改修の在り方

建設コスト上昇の影響等への対応について

（７） 社会動向の変化への対応等

次期計画に盛り込む必要があると考えられる項目について

～これまでの取組や社会動向の変化を踏まえ、次期計画での取扱いを検討する項目～

確認事項

審議事項



「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」 （抜粋）

今後地方公共団体として、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施設等を管理していくかについて、現状や課題

に対する認識を踏まえた基本的な考え方を記載すること。（中略）

具体的には、以下の事項について考え方を記載すること。

① 点検・診断等の実施方針

② 維持管理・更新等の実施方針

③ 安全確保の実施方針

④ 耐震化の実施方針

⑤ 長寿命化の実施方針

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針

⑦ 脱炭素化の推進方針 →現計画では未記載

（１） 国の指針への対応 3

国の指針（令和４年４月 総務省通知から）

本市の環境基本計画において脱炭素社会の構築を基本目標に掲げており、必要な取組として考えていることから、

国の指針に示されている脱炭素化の推進方針を記載する。

現計画に考え方を記載済み

【趣旨】

令和４年度以降も、各地方公共団体において、見直し後の総合管理計画の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、

総合管理計画について不断の見直しを実施し、充実させていくもの



長野市公共施設等総合管理計画（H29.3）

長野市公共施設白書（H25.10）

公共施設の現状と課題

長野市公共施設マネジメント指針（H27.7）

マネジメントの基本的な考え方、取組の方向性

長野市公共施設
長寿命化

基本方針（H29.3）
建築物及びインフラ施設の
長寿命化の基本的な考え方、

取組の方向性

長野市公共施設
第一次再配置計画

（H29.3）
公共施設の今後10年間に

おける適正配置に向けた取組の
方向性

建築物
個別施設計画

（R3.2)
（各施設・各施設群で策定）
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第１章 計画の目的等

第２章 長野市の概要

第３章 公共施設等の全体像

第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理

第５章 施設分類別の管理に関する基本的な方針

第６章 公共施設等長寿命化基本方針

（２） 計画の構成 4

現計画は、公共施設白書をはじめ各計画・方針等をつなぎあわせた内容であり、混在した構成となっているため、

より市民に分かりやすい計画となるよう構成・内容を整理する。

◆現計画の構成

第７章 公共施設再配置計画

移行



現計画（旧） 改訂後の次期計画案（新）

第１章 計画の目的等
１ 計画の目的 2 計画の位置付け等

第１章 計画の目的等
１ 計画の目的 2 計画の位置付け等

第2章 長野市の概要
１ 人口の状況 2財政の状況

第2章 公共施設等の現況及び将来の見通し
１ 公共施設等の現状と課題
２ 人口の状況
３ 財政の状況
４ 将来の更新等費用の推計

第3章 公共施設等の全体像 
1 公共施設等の現状と課題 2 将来の更新等費用の推計
3 公共施設に関する市民意識

第4章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理 
1 基本理念
2 基本方針
3 施設総量の縮減目標の設定

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理
１ 基本理念
２ 基本方針
３ 施設総量の縮減目標の設定
４ 長寿命化等の対策を踏まえた公共施設等の維持管理・
更新等に係る中長期的な経費の見込み

第5章 施設分類別の管理に関する基本的な方針
1 学校教育施設 ～ 11 インフラ施設

第４章 施設分類別の管理に関する基本的な方針
1 学校教育施設 ～ 11 インフラ施設

第6章 公共施設等長寿命化基本方針 
1 長寿命化の必要性 ～ 3 インフラ施設の長寿命化
4 長寿命化等の対策を踏まえた公共施設等の維持管理・
 更新等に係る中長期的な経費の見込み

第7章 公共施設再配置計画（個別施設計画）
1 個別施設計画（建築物）
2 市民合意形成に向けた取組

資料編 資料編

5赤は削除（過去の取組内容の整理） 緑は移動（国の指針の項目順に揃える）

削除

削除

※追記 脱炭素化の推進方針

◆次期計画の構成案（新旧対照表）



現計画（旧） 改訂後の次期計画案（新）

資料編
１ 長野市公共施設適正化検討委員会（委員名簿及び審議
経過）
２ 公共施設（建築物）地区別一覧
３ 公共施設を考える地区別ワークショップの取組
４ モデル施設群（屋外市民プール）における検討
５ 中長期的な維持管理・更新等に係る経費の推計方法
６ 平成２９年３月以降の主な公共施設マネジメントの取組

資料編
１ 長野市公共施設適正化検討委員会（委員名簿及び審議
経過）
２ 公共施設（建築物）地区別一覧
３ 公共施設等長寿命化基本方針
（長寿命化の必要性 ～ インフラ施設の長寿命化）
４ 中長期的な維持管理・更新等に係る経費の推計方法
５ 平成２９年３月以降の主な公共施設マネジメントの取組

6

削除



（３） 計画期間 7

・計画期間１０年が２１市（約３４％）で最多、続いて３０年が１４市（約２２％）、４０年が

８市（約１３％）。

・また、３０年、４０年としている市においても、計画期間は長期としつつも、１期、２期

と１０年ごとに期間を分けて設定している市も多い。

・最上位計画の総合計画に揃えるために計画期間を調整している市もある。

中核市（６２市）の状況

国の指針では少なくとも１０年以上の計画期間とするように示されており、本市では平成２９(２０１７)年度から

令和８(２０２６)年度までの１０年間としている。

現計画期間

現計画は１０年間の期間で実施してきており、特に運用上の課題がなかった。また、本市では総合計画と期間を

合わせていることから、次期計画期間は令和９(２０２７)年度から令和１８(２０３６)年度までの１０年間としたい。

10年・２１市

（34%）

30年・14市

（22%）

40年・８市

（13%）

その他・１９市

（31%）

中核市（６２市）の計画期間



8（４） 施設総量の縮減目標

現状と課題

現計画では「今後２０年間を目標期間とし、２０％の延床面積の縮減を目指す」としているが、現状では約１０年で約２％

（３．１万㎡）の縮減となっている。

→現状の縮減ペースでは目標達成が厳しい状況

縮減目標の考え方

・現計画策定時、本市における市民１人当たりの施設延床面積は4.0㎡であり、全国平均レベル3.2㎡にするには、20％

縮減が必要

・将来全ての施設を改修・更新するための財源が不足（40年で40％）するという試算を踏まえ、目標を設定

次期計画において考えられる方向性・視点（案）

◎現時点での進捗の遅れはあるものの、成果が出るには時間を要すること、継続的な取組が必要であること、目標期間

内であることなどを勘案すると、現時点で目標を見直しする積極的な理由が見いだせない。

 →これまでの考え方を踏襲し、次期計画期間においては現目標（２０％縮減）を継続とすることが適当ではないか。

◎一方で、持続的な財政運営を確保する上では、いかに「コスト縮減」を図るかという視点が必要

 →面積縮減に加え、コスト面からのマネジメントの考え方も示すことが必要ではないか。（９㌻参照）

◎また、用途廃止した未解体施設は運営コストの縮減は図られているが、数値目標には反映されていない状況

 →みなし縮減率といった参考数値を示すことで取組の進捗の見える化などが検討できないか。（1０㌻参照）



持続的な財政運営を確保する上では、コスト縮減が本来の趣旨

施設総量の縮減目標

施設面積

90

施設面積

100

施設維持管理

改修費（コスト）

80

面積を減らさず収入増・コスト縮減を図る

（使用料見直し、ネーミングライツ、省エネ等）

縮減20%

施設維持管理

改修費（コスト）

80

施設維持管理

改修費（コスト）

80

縮減10%

収入増10%

施設面積

80

面積縮減幅以上にコスト縮減を図る

（民間活用、リース等）

面積縮減によりコスト縮減を図る

（施設の集約・複合化等）

コスト縮減等を含めたマネジメント

◆コスト面からのマネジメント 9

面積縮減だけではなく、収入増、コスト縮減など、施設の性質に応じた最適な取組を

組み合わせながら公共施設マネジメントを進めていく。

面積縮減によるマネジメント

施設面積

100

施設維持管理

改修費（コスト）

100

※現状を100とした場合現 状

コスト縮減の方法は面積を
減らすだけではない

縮減10%
縮減２0%縮減２0%

…このままだと財源が不足してしまう恐れがあるため、
 将来を見据え、コストを減らす必要がある



10◆みなし縮減率

167.4 

164.3 

164.5 

158.6 

 157

 162

 167

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

延
床
面
積

（万㎡）

廃止したが解体してない面積
（みなし縮減５．７万㎡）

37.8 37.6 37.4 37.2 37.0 
36.7 

36.3 
36.1 

 35

 37

 39

人
口

（万人）

人口

（△4.5％）

現状の縮減率
（△1.9％）

面積差
2.9万㎡

長野市の人口と施設保有量の推移

（年）

未解体建物の
縮減率
（△３.5％）

みなし
縮減率
△5.4％

解体した面積（３．１万㎡）

解体済み面積のほか、用途廃止した施設面積を加えた縮減率

みなし縮減率の考え方

現状の縮減率は約２％となっているが、運営コストが発生していない用途廃止済施設

を含めると５．４％となることから、人口減少率と比較してみても、取組自体は一定程度

進捗していると考えられる。
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現状と課題

縮減目標＝施設廃止ありきと捉えられ、一部住民の理解を得られない状況が見受けられた（公民館分館など）。

→公共施設マネジメントの取組について、住民理解を一層深めていくことが重要

（５） 公共施設マネジメントにおける住民理解

公共施設マネジメントとは、単に「施設を減らす」のではなく、「施設のコスト」を減らしながら、人口減少・少子高齢化に

 おいても、将来も継続して（福祉等ソフト、施設等ハード含め）各種行政サービスを確保するための取組である。

公共施設マネジメントの考え方

次期計画において考えられる方向性・視点（案）

◎公共施設マネジメントは、全ての施設を減らすことや施設を廃止することが目的ではないことを改めて周知する必要

がある。

   →まず考えるべきは「施設ありき」ではなく、「必要なサービスや機能を確保すること」であるため、将来ニーズ等を

踏まえた個別施設の在り方の再検討をしていくことが必要ではないか。 （1２㌻参照）

◎住民理解のためには、行政が持つ情報提供等を通じ、施設の実態を知ってもらうことが重要になってくる。

   →各種データを活用して住民に周知するなど、より具体的にイメージできる見せ方の検討も必要ではないか。（1３㌻

参照）



①公共サービスの在り方の検討 ②施設の必要性の検討 ③現施設への対応

サービスがニーズと
合致しているか

行政が自ら提供
すべきサービスか

固有の施設が必要
か

現状の数や規模は
適正か

施設の更新や
保全の取組の検討

合致していない
民間等による

サービス提供が可能
固有施設は不要

数が過剰
規模が過剰

◼ 提供内容の変更
◼ サービスを廃止

所管課で検討

◼ 民間とサービスが
重複

◼ 民間でもサービス
提供が可能

◼ 市民との協働

◼ 提供の場は必要だが、
固有施設である必要
なし

◼ サービスと施設を分離
して検討

人口減少や少子高齢化による

◼ ニーズの変化
◼ 必要量の変化

（サービス廃止に伴う）

◼ 施設の廃止
◼ 用途廃止

◼ 民間移管
◼ 業務委託
◼ 指定管理者制度
◼ 賃貸借・譲渡
◼ 施設の廃止

◼ 賃貸借
◼ 他施設へ複合化

∟施設の廃止
∟用途変更

◼ 集約化
◼ 複合化

∟施設の廃止
∟用途廃止

サービスの検討

マネジメントの取組

□ 合致 □ 必要 □ 適正□ 行政が提供すべき

□ 民間参入が困難

◆個別施設の在り方の再検討 12

施設（ハコ）ありきではなく、まず現在のサービスがこの先も必要かという視点での

再検討が必要

出典：埼玉県越谷市資料を参考に一部加工

１



13◆データを活用し、市民が具体的にイメージできる見せ方の例

福岡県柳川市 愛知県一宮市

そのほか、
施設群ごとの1人当たり利用者コスト、
1㎡当たり管理運営コストなど…

一般会計の決算を家計簿に例えると・・・



（６） 長寿命化改修の在り方 14

・現計画に基づき今後も使い続ける施設については、予算枠を確保し20、３０、40年目途に長寿命化改修に取り組んで

いるが、計画期間中、建設コストが大幅に上昇した影響等もあり、進捗が遅れ気味である。

→今後も建設コストの上昇リスクがあるほか、建物の安全面のリスクの観点からも財源とのバランスを見ながら、早期

に着手し進捗を図ることが必要

・一方で一部児童センターでは少子化により利用ニーズが変化する施設があるなど、計画策定時と比べ状況が変化して

いる施設も見受けられる。

→長寿命化としている施設の中でも、利用実態を踏まえ、改めて改修が必要なのか見極めが必要

現状と課題

現計画での長寿命化改修の考え方

・長寿命化改修を行う施設は、80年間を目標に使い続けることが前提となっている。

・改修周期の20、３０、40、60年目の際は、原則全ての施設がフルスペックでの改修内容を行うことが基本

次期計画において考えられる方向性・視点（案）

◎長寿命化改修＝80年使い続けることが前提であるが、明らかにニーズが変化する施設も出てくるものと考えられる。

→今後築60年目改修の時期も到来することを見込むと、限られた財源の中、より改修効果を高めるため、改めて節目

 において改修の必要性を再検討することが必要ではないか。（1５㌻参照）

   また見直しの中で、長寿命化以外の手法（短期のリースなど）も検討できないか。



15（参考）80年間の修繕周期と主な工事内容

出典：（参考）平成17年度版建築物のライフサイクルコスト
（一社）建築保全センター「マンション維持修繕技術ハンドブック」

施設によっては将来
ニーズを踏まえ、４０・
60年目改修について
実施の可否や代替手
法を再検討する必要
があるのではないか



（７） 社会動向の変化への対応等 16

少子化が進み、今後は職員数の減少が見込まれる一方で、行政サービスの需要は多様化・複雑化している。

→公共施設においても、限られた職員数の中で、より一層の効率的な管理・利便性の確保が必要

現状と課題

「デジタル技術の活用について」

デジタル技術の活用の考え方

近年、ＡＩ（人工知能）をはじめとするデジタル技術が急速に発展していることで、生活の利便性や生産性の向上が今後

更に見込まれる状況となっており、公共施設マネジメントの分野においても、DXの推進により業務の最適化・効率化を

図る必要がある。

次期計画において考えられる方向性・視点（案）

◎今の社会動向を見ると、この先もデジタル技術を活用した施設管理の視点がますます重要になってくると考えられる。

（例）無人化・省人化での施設管理を通じ、人手不足対策や人件費などのコスト削減につなげる。

     AIによる施設の点検データ・利用実態等の詳細な分析を通じ、改修優先度の高い施設の選定、将来ニーズの予測等に活用するなど

→社会動向の変化への対応の１つとして、次期計画にデジタル技術の活用を盛り込むことが望ましいのではないか。

 その他、次期計画に盛り込むべき内容があれば検討できないか。
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２ まとめ（計画改訂の趣旨・目指す姿）

将来世代の財政負担の抑制、持続可能なサービスの提供

将来世代に過度な負担をかけないことで、必要な財源を確保しつつ、この先も時代に合った
ハード・ソフトサービスの提供を通じ、暮らしやすいまちづくりの実現を目指す

公共施設マネジメントの更なる推進

公共施設の量と質を確保し、必要なサービスを維持しつつ、
効率的な管理を進めることでコストが削減される

計画改訂

公共施設マネジメントに対する住民理解、職員間の認識共有を通じ、計画の実効性を高める

将来世代に負担を先送りすることなく、 より良い資産を次世代に引き継いでいく

基本理念

基本理念の実現につなげていくため、今回改訂を行うもの

17



３ 今後のスケジュール（予定） 18

令和８年度 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 1２月 １月 ２月 ３月

公共施設適正化
検討委員会
（審議事項）

公共施設等総合
管理計画

パブリック
コメント

計画（案）作成改定内容等の整理 修正・策定 公表

第１回 第２回 第４回第３回

・計画（案）
・パブリックコメントの実施

・パブリックコメントの結果
・答申

・計画（素案）・諮問
・改訂内容の整理

５/15 ９/１ １０/１６ １/２９
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